
信用保証協会は、中小企業のみなさまが事業資金の融資を受けられる時に、公的な立場でバックアップいたします。
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LINEによる情報発信をしています！！
配信を希望される方は、左のＱＲコードを
お読み取りいただき、友だち登録をお願い
します。

湊川隧道【神戸市兵庫区】　☞ P6

・ 令和3年度外部評価委員会を開催しました
・ 「創業サロンはりまU－29」を開催しました
・ 「創業関連保証」の改正について

信用保証協会ニュースP.01 ＞＞ ご当地いんふぉP.06 ＞＞

株式会社カタドル
フロンティア ひょうごP.07 ＞＞

保証状況P.09 ＞＞
金融機関インタビューP.05 ＞＞
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令和3年6月14日、Web会議システムを活用した外部評価委員会を開催しました。「年度経営計画（令和2年度）」、「中期事業計画
（平成30年度～令和2年度）」、コンプライアンス等について審議・評価をいただき、意見書として取りまとめられましたので、
その概要をお知らせします。

年度経営計画の評価（令和2年度）

【 委 員 】 北本 敏 氏 （委員長） 北本公認会計士事務所 公認会計士

山口 隆之 氏 （副委員長） 関西学院大学 商学部 教授

米田 耕士 氏 多聞法律事務所 弁護士

直近3か年の事業実績

保 証 承 諾
保証債務残高
代 位 弁 済
実 際 回 収

427,283

1,096,270

19,420

6,714

106.8%

101.5%

113.6%

103.3%

99.7%

100.0%

113.2%

93.9%

458,768

1,110,403

18,710

6,326

114.7%

102.9%

95.9%

103.7%

107.4%

101.3%

96.3%

94.2%

1,339,570

1,880,480

15,861

4,575

267.9%

164.5%

55.7%

80.3%

292.0%

169.4%

84.8%

72.3%

金 額 対計画比 対前年度
実績比 金 額 対計画比 対前年度

実績比 金 額 対計画比 対前年度
実績比

平成30年度 平成31年度（令和元年度） 令和2年度

（単位：百万円）

１． 重点課題への取組みについて

保証部門
●コロナ禍の影響を受けた事業者に対する資金繰り支援について、国などから打ち出される様々な支援施策を的確か
つ柔軟に活用し、全力を挙げて対応
●企業のライフステージに応じた資金需要を的確に把握し、金融機関をはじめ関係諸機関と連携の上、積極的に保証
を推進

回収部門
●個々の求償権の定期的な見直しを継続し、回収方針の明確化とそれに沿った回収を行うとともに、進行管理を徹底
●経営者保証ガイドラインに基づく保証債務整理や一部弁済による連帯保証債務免除ガイドライン等を活用し、事業
再生や生活再建を支援

期中管理・経営支援部門　
●コロナ禍の影響を受けた事業者に対し、関係機関と連携しつつ、返済緩和等による資金繰りの円滑化に柔軟に対応
●地域創生を後押しするため、「ひょうご神戸スタートアップファンド」に出資
●創業塾への講師派遣及び起業家育成講座の開催や外部専門家派遣の積極的な実施
●事業承継問題の解決を後押しするため、冊子「事業承継を成功させる進め方とポイント『保存版』」を発刊

その他の間接部門
●ICT（情報通信技術）を活用して、保証審査事務の作業効率を向上
●ホームページや広報誌、LINE を活用し、実効性の高い情報発信を実施
●反社会的勢力排除に向け、兵庫県警及び(公財)暴力団追放兵庫県民センター等と引き続き連携を実施

令和3年度外部評価委員会を開催しました



2

２． 外部評価委員の意見等

（１） 評価できる点
●コロナ禍の影響を受けた事業者の資金繰りを支えるため、国や県が実施する制度融資を迅速かつ適切に活用したこと。
●保証部門への職員の応援派遣や保証審査の特別対応を行うなど、事業者の資金繰り支援に全力を挙げて取り組んだこと。
●コロナ禍の影響を受けた事業者に対して、関係機関と連携しつつ、返済緩和等による資金繰りの円滑化に柔軟に対応した
こと。また、モニタリングを実施し、外部専門家派遣に繋げるなど、積極的な経営支援に取り組んだこと。
●コロナ禍でも、実施方法等を変更したうえで継続的に研修を実施し、コンプライアンス体制の充実を図ったほか、反社情報
データベースの更なる拡充に努めたこと。

（2） 次年度の業務運営に反映させる事項

●コロナ禍の影響を受けている事業者に対する資金繰り支援について、国や県が実施する様々な制度を迅速かつ適切に運
用し、引き続き万全を期して取り組まれたい。
●コロナ禍の影響を機に実施した保証審査事務の効率化・簡略化をコロナ収束後も継続するかを検討するなど、改めて保
証申込に係る事務手続きを見直し、利用者目線に立って協会業務の効率化に繋げられたい。

① 保証推進のための取組について

●コロナ禍の影響を受けた事業者に対し、引き続き関係機関と連携しつつ、返済緩和等による柔軟な対応に努めるほか、コ
ロナ関連融資を受けた事業者で据置期間が終了し、返済を開始する事業者に対する経営支援を展開し、より一層、返済
緩和、事故報告及び代位弁済の増加を抑制されたい。

② 創業支援、経営支援、事業承継支援の取組について

●コロナ禍の状況を注視しつつ、個々の求償権の内容を的確に見極め、適切な進行管理を行い、回収の効率化に努められ
たい。また、事業再生や生活再建の観点にも配慮しつつ対応されたい。

③ 回収の効率化に向けた取組について

●将来、コロナ禍のようなパンデミックが生じた場合への対応として、各事務所・支所のスペースを活用して、サテライトオフィ
スを運用する仕組みを検討されたい。
●創業フェアをはじめとするイベントの開催について、オンラインによる開催を検討されたい。 
●事業者のデジタル化を後押しする施策の推進を検討されたい。

④ デジタル化の推進について

●公的機関としての社会的責任を果たすため、コンプライアンスの徹
底に取り組まれたい。
●反社会的勢力の徹底排除を行うため、反社情報データベースの更
なる拡充を図るとともに、兵庫県警や関係機関等との連携強化に努
められたい。

⑤ コンプライアンスについて
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中期事業計画の評価（平成30年度～令和2年度）
１． 中期業務運営方針への取組みについて（要約）

企業のライフステージに応じた資金需要の把握と積極的な保証の提供

●平成30年度から令和2年度にかけて、企業のライフステージに応じた各種保証商品を創設
●令和2年3月、新型コロナウイルス感染症を事由としたセーフティネット保証4号及び「危機関連保証」の取扱いを開始

２． 外部評価委員会の意見等

（１） 中期事業計画にかかる業務実績の評価事項
●企業のライフステージに応じた資金需要を把握し、保証を提供したことに加え、コロナ禍の影響を受けた事業者への迅速
かつ適切な資金繰り支援を行った結果、3か年連続での保証承諾額の計画値達成。
●「経営支援強化プロジェクト」において、積極的な経営支援による目標数値の達成。

誌面の都合上掲載できなかった経営計画の評価全文につきましては、当協会のホームページに掲載しています。

●創業イベントの開催や起業家育成講座、外部専門家派遣などの積極的な創業支援を実施
●令和3年3月、「ひょうご神戸スタートアップファンド」への出資

地域創生に資する創業支援の展開

●個々の求償権の定期的な見直しを行い、回収方針の明確化と進捗管理の徹底

回収と整理の推進

●国の「経営支援強化促進補助金事業」を活用し、外部専門家による経営診断実施や経営改善計画策定支援などを
実施
●平成29年度から令和元年度にわたり「経営支援強化プロジェクト」を実施

経営支援、事業再生、事業承継に向けた取組強化

（2） 評価結果を次年度の業務運営に反映させる事項
今後の業務運営について、次の事項を提言いたします。

●コロナ禍の影響を受けている事業者への資金繰り支援について、引き続き万全を期して取り組まれたい。 
●コロナ禍の収束を見据え、課題を抱える事業者に対して、「経営健全化」「創業・再チャレンジ」「事業承継」「生産性向上・
事業再構築」（重点4課題）を促す支援に取り組まれたい。

① 経営課題に対応した的確な保証支援の実施について

●コロナ禍の影響を受けた事業者に対し、引き続き関係機関と連携しつつ、返済緩和等による柔軟な対応に努めるほか、効
果的な経営支援を展開されたい。

② 経営支援の取組について
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　2021年8月10日に「創業サロンはりまU-29」を開催しました。本イベントは、創業予定や創業間もない20代の方を
対象に、会場開催とWeb配信を併用したハイブリッド形式での開催を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大の影響等からWeb配信のみで開催し、24名の方に参加いただきました。
　トークセッションでは、ゲストに浦谷さおりさん（（株）金木犀舎 代表取締役）と坪井俊輔さん（サグリ（株） 代表取締
役）、松本理恵さん((株）NEXT ADVANCE 代表取締役）、そしてファシリテーターとして中村佳織さん（中小企業診断
士）をお迎えし、創業を目指す20代の方へエールを送りました。当協会による創業ミニセミナー、参加者からの質問に
対する質疑応答など、多様なプログラムにて、参加者の方にご好評いただきました。

「創業サロンはりまU－29」を開催しました

　創業予定や創業間もない方がご利用いただける保証について、これまで「創業関連保証」と「創業等関連保証」に分
かれていましたが、令和3年8月2日付けで「創業関連保証(再挑戦支援保証を含む。)」に統合され、「創業関連保証」の
限度額が3,500万円に引き上げられました。また、対象者に個人事業主の方が法人成りした会社が追加されました。
改正後の「創業関連保証」の制度概要は以下のとおりです。

「創業関連保証」の改正について

創業関連保証

対 象 者

①事業を営んでいない個人で、1か月以内に事業を開始する方
②事業を営んでいない個人で、2か月以内に会社を設立する方
③事業を営んでいない個人が事業を開始し、5年を経過していない方
④事業を営んでいない個人が設立した会社で、設立後5年未満の会社
⑤分社化を計画する会社
⑥設立後5年未満の分社化された会社
⑦事業を営んでいない個人が個人事業主として創業後、法人成りした会社（個人創業
後5年未満に限る）

保証限度額 3,500万円

保 証 期 間 10年以内（据置期間1年以内）

保 証 人 原則、法人代表者を除き不要

担 保 不要

貸 付 利 率 金融機関所定

保 証 料 年0.60%（女性、若者、シニアの創業者の方は、年0.50%）



　白浜支店のあるエリアの地場産業とし
て知られているのは「製鎖業」です。白浜
で製鎖業が根付いたのは、徳川中期頃か
ら「松原釘」と呼ばれる釘を製造するため
の技術が発達していたことに由来すると
されています。釘を製造する技術がもとと
なって明治中期には船釘製造に変わり、
大正時代になり鎖の製造技術が導入さ
れたといわれています。現在、白浜を中心
とした姫路市内の製鎖業は国内の60％
以上のシェアを占めています。また、この
地区は、毎年10月、松原八幡神社秋季例
大祭「灘のけんか祭り」が開催されること
でも知られています。

〒672-8023
姫路市白浜町甲329
☎ 079-246-1751

兵庫信用金庫
白浜支店

兵庫信用金庫
白浜支店
支店長

豊田 昌史 様

当支店は、昭和28年1月、兵庫信用金庫の前身の飾磨信用金庫白浜支店
として開設しました。金庫が掲げる経営計画の基本方針「お客様との関係
性を深め、お客様と地域社会の課題に応える」を、常に支店全職員で意
識し、地域の皆さまの発展を願い、実現するために、融資、預金、預かり資
産などあらゆる分野においてきめ細やかな対応を心がけています。

貴店のモットーを教えてください。

全職員が、お客様の喜びを自分の喜びと考えて、高いモチベーションで業
務に取り組んでいることが最大の強みです。お客様に喜んでいただくた
めに、信用保証協会への定期的な訪問や連絡などを密に行い、お客様が
抱える課題を解決するための保証商品に関する情報を入手して、積極的
に提案を行っています。

貴店の強みを教えてください。

コロナ禍で、信用保証協会付きの制度融資を活用して苦しい状況をしの
いでいるお客様が多いというのが現状です。今もこれからも、楽観できる
状況ではないことを肝に銘じて、常にお客様の状況を把握し、コンサル
ティング力を駆使した提案型の営業をさらに強化する必要があると感じ
ています。こんなときだからこそ、地域に必要とされる存在でなければと
感じています。

今後の展開について教えてください。

昨年度は、コロナ関連の融資が大半でしたが、同制度融資の取り扱いが終
了しつつあります。このような中にあり、現在は、これまでに制度融資をご利用
いただいているお客様を対象として、各種制度融資を活用した資金繰り支
援を行ったり、設備投資に活用できる制度融資を提案するなどしています。

保証付き融資を推進する際に、
活用している商品を教えてください。
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JR兵庫駅から和田岬駅を結ぶ「和田岬線（通称）」は、距離約2.7kmの極めて短

い支線です。敷設されたのは明治21年頃。目的は、兵庫港で荷揚げされた山陽

鉄道兵庫から明石間（現・山陽本線）の鉄道建設用資材の運搬でした。

線路が兵庫運河を渡っているため、船舶の運航の妨げにならないように設け

られたのが和田旋回橋です。旋回橋とは、橋桁を動かして船舶を通すための可

動式の橋のこと。和田旋回橋は、明治32年12月、兵庫運河が開削されるにあた

り山陽鉄道（当時の名称）が建設した日本で最初の鉄道可動橋として知られて

います。すでに旋回する構造部分は取り外されており、可動部分がどのような

仕組みになっていたのかは不明となっていますが、時代背景を踏まえると、人

力で旋回させていたと考えられています。

旧湊川西側に位置し、700年以上
前にはすでに建立されていた神戸
随一の稲荷社。ビリケンさんも祀っ
ています。

兵庫区にはコーヒー豆を自家焙煎
し、味わい深いコーヒーを提供する
老舗喫茶店がたくさんあります。

神戸新鮮市場には、立ち食いの串
揚げ屋やレモン水、冷やし飴を売る
昔ながらの店が並んでいます。

神戸新鮮市場

老舗喫茶

松尾稲荷神社

神戸市
兵庫区

　湊川隧道は、兵庫区に位置する

標高85mの会下山をくり抜く日

本初の近代河川トンネルで、完成

したのは明治34年8月のことでし

た。創設時の湊川隧道の延長は約

600ｍ、断面形状は馬のひづめを

思わす馬蹄形、幅7.3ｍ、高さ7.6ｍ

で、当時としては世界最大級の規

模。隧道内壁は、レンガ覆工が施

され、側壁、アーチ、天井など各部

位によって積み方が異なってい

ます。平成12年、新湊川トンネル

が完成したことで役割を終えた

湊川隧道ですが、当時の高度な土

木技術を今に伝える貴重な遺構

として知られています。

湊川隧道
明治期の高度な土木技術で造られた日本初の近代河川トンネル

和
田
旋
回
橋

兵
庫
運
河
を
渡
る
船
舶
の
た
め
に

設
け
ら
れ
た
旋
回
橋

兵庫の
産業遺産

隧道入口 ： 神戸市兵庫区湊川町9-3-1
事務局 ： 湊川隧道保存友の会
TEL ： 090-5255-6288
一般公開 ： 毎月第3土曜日 13：00～15：00
HP ： http://minatogawa-zuido.com/
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　2017年、淡路島に新しい名物が誕生した。卵や牛乳など
淡路島と兵庫県の素材をふんだんに使ったバウムクーヘン

「淡路島ばぁむ」だ。同商品を世に送り出したのは、淡路島
でカフェを経営する株式会社カタドル 代表取締役社長
三宅 英樹氏。三宅氏は、2017年、洲本市に「cafe maaru」
をオープンさせ、その際にカフェの名物商品をつくろうと考
えたという。
　「当時、若い女性の間でパンケーキが人気でした。他店
の真似はしたくないので、いろいろと考えた結果、バウム
クーヘンにすると決めました。その
理由は、私が子どもの頃、結婚式の
引き菓子としてバウムクーヘンをい
ただくことが多くて、とても嬉しかっ
たのを思い出したからです。私に
とってバウムクーヘンは、良い香りが
口いっぱいに広がる特別なお菓子
という印象だったんですね。自分の
手でバウムクーヘンをつくり、それが
カフェの名物になり、やがてふるさと
淡路島の名物になったら嬉しいと
思ったのです」。
　このように語る三宅氏だが、そも
そもパティシエではない。しかもカ
フェ経営のプロでもない。では、どのような出会いと発見が
三宅氏にあったのだろう。
　「カフェを開く前は、島内の生パスタメーカーに勤務し、
東京エリアの営業として都内のカフェやレストランを廻って
いました。約5年間でしたが、数多くの店を廻るうちに、人気
のある店か否かがすぐにわかるようになりました。その理由
を具体的に語るのは難しいのですが、自分なりに良い店を
見分けることに確信を持つようになった頃、会社の経営

まぁる

〒656-0122
南あわじ市広田広田865-1
☎ 0799-45-2486

株式会社カタドル

代表取締役

三宅 英樹 氏

フロンティア ひょうご

起業
と経営の
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兵庫県産素材を使った「淡路島ばぁむ」を
心を込めてつくっています。



方針が変わり、居心地が良くないと感じて退職しました。何
のあてもなく退職したのですが、周りの人が『これまでの経
験を活かしてカフェをやれば良い』と勧めてくれたので、そ
れもそうだなと。これがカフェをオープンしたきっかけです」。
　会社を辞めたのが2017年2月、「cafe maaru」をオープン
したのは同年6月。無謀に思えるが、直感を信じて生きてき
た三宅氏には「自然なこと」なのだそうだ。
　カフェ開業を決めた三宅氏は、場所の確保や内装デザ
インなど開店準備を行いながら新名物を考えた。それが三
宅氏にとって「特別なお菓子」であるバウムクーヘンだ。
　「バウムクーヘンを焼く技術を習得するために、オーブン
のメーカーが開催する研修を受けました。研修を受けなが
ら、小麦粉、卵、牛乳、バターなど淡路島を中心とした兵庫
県産の素材を使ったオリジナルバウムクーヘンのレシピを
開発しました」。
　カフェがオープンし、良い素材をふんだんに使ったバウム
クーヘンが人気になるのには時間はかからなかった。ちなみ

に、バウムクーヘン以外のカフェの人
気メニューは、淡路島産牛肉を使っ
たハンバーグと生パスタだ。淡路島
産牛肉を使ったハンバーグは島外か
らの観光客に人気。生パスタは島内
住民に人気という。バウムクーヘンだ
けでなく、様々な客層に対応した
メニューを用意したことと三宅氏が
感じた人気店に共通するセオリーを
取り入れたことで、オープンからすぐ
に人気店になったことは言うまでも
ない。

そんなあるとき、高ま
るバウムクーヘン人気

に対応するために専用工房が必要になった。
　「カフェの厨房でバウムクーヘンを焼いて
いましたが、GoToトラベルで淡路島が賑
わったときに品不足状態が続きました。これ
では申し訳ないと感じました」。
　場所は、三宅氏が直感で「良い」と感じた
所。内装デザイナーに、イメージカラーを
聴かれて「レモネードのイエロー」と即答し、

三宅氏のイメージをかたちに変えた「淡路島ばぁむ工房 
maaru factory」が誕生したのは、2021年3月のこと。
　「2017年当初は、小麦粉100％でしたが米粉を加えるな
どレシピに手を加えてきました。また、バウムクーヘンといえ
ば円形ですが、当店は半分に切って販売しています。これ
が『いろんな味が楽しめる』と好評です」。
　そして今、三宅氏は、新たな試みに取り組んでいる。同社
のバウムクーヘンと47都道府県の特産品とのコラボレー
ションだ。2020年秋、洲本市と徳島県美馬市が姉妹都市で
あることから、美馬市の特産品であるユズを使ったバウム
クーヘンを開発し、冬至の日に販売したことがきっかけだ。
その後、人と人とのつながりで山形県産の枝豆を使った

「ずんだばぁむ」や山梨県産のぶどうを使ったバウムクーヘ
ンを開発した。
　「使用するのは、かたちが整っていないなど市場に出せな
い収穫物や農家の方が作っているジャムやジュースです。
商社を通さず、ご縁があって出会えた農家の方とコラボを

するのが楽しいと感じています。コラボした都
道府県で、淡路島のことをPRしていただける
のも魅力です。コラボシリーズは3年計画で実
施し、この取り組みが新しい展開につながる
のではと思っています」。
　三宅氏が微笑んだ。そこには清 し々い良い
空気が漂う。きっとこの“良い空気”に人が集
い、新しい出会いにつながるのだろう。三宅氏
の笑顔が「人気店には良い空気感が漂って
いる」と語っていた。

信用保証協会を利用して運転資金を
確保しました。
「2021年3月、南あわじ市に「淡路島ばぁむ工房 maaru factory」を
オープンすることになり、店舗改装と6本のバウムクーヘンが同時に
焼けるオーブンの購入資金を兵庫県信用保証協会の保証付融資で
まかなうことになりました。金融機関の支店長と担当者が応援してく
ださったお陰で、2020年12月、兵庫県中小企業融資制度『事業応援
貸付』を活用することができました。皆さんの協力で素晴らしい工房
ができて感謝しています」（三宅氏）

フロンティア ひょうご

起業
と経営の

詳しくは
こちらから
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保 証 申 込

保 証 承 諾

保 証 債 務 残 高

代位弁済（元利）

件　数 金　額前年比 前年比 件　数 金　額前年比 前年比

（単位：件、百万円、%）

当 月 中 当 期 中

　7月の保証承諾のうち、運転資金は22,675百万円（前年同月比86.4%減）、設備資金は309百万円
（同24.3%減）となり、前年同月と比べ、運転資金、設備資金ともに下回った。

資 金 使 途 別

　7月の業種別保証承諾の状況は、不動産業1,840百万円（前年同月比79.3%減）、小売業2,766百万円
（同83.2%減）、運送・倉庫業1,310百万円（同83.5%減）、建設業6,237百万円（同84.3%減）、卸売業3,360百万円
（同86.5%減）、製造業4,014百万円（同86.7%減）、サービス業3,397百万円（同89.5%減）、飲食店398百万円
（同93.5%減）等で前年同月を下回った。

業 種 別

　7月の金融機関群別保証承諾の状況は、第二地方銀行4,316百万円（前年同月比81.1%減）、信用金庫 
14,696百万円（同84.8%減）、信用組合2,263百万円（同85.1%減）、都市銀行929百万円（同88.1%減）、地方
銀行1,621百万円（同93.6%減）等で前年同月を下回った。

金融機関群別

保証承諾 （前年比較） （単位：百万円）新型コロナウイルス感染症関連の保証承諾

令和2年 令和3年

7月

168,298

令和2年 令和3年

6月

242,307

25,421

6,894
令和2年 令和3年

5月

197,520

28,729

17,049
令和2年 令和3年

4月

80,476

43,833

34,751

令和2年 令和3年

3月

75,275

168,598

156,004

令和2年 令和3年

2月

30,572

70,215

61,869

令和2年 令和3年

1月

26,475 33,481

24,904
6,689

23,825

令和３年 ７月 保証状況
7月の
保証概況

　7月の保証承諾は1,505件（前年同月比83.5%減）、23,825百万円（同85.8%減）となり、前年同月
と比べ、件数で7,627件、金額で144,473百万円下回った。
　また、保証申込は1,594件（同82.4%減）、25,069百万円（同85.7%減）となり、前年同月と比べ、
件数、金額ともに下回った。

1 保証承諾
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（単位：百万円）
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保証債務残高 （前年比較）

令和2年 令和3年

7月

1,564,382

1,926,078

令和2年 令和3年

6月

1,422,580

1,932,756

令和2年 令和3年

5月

1,246,977

1,937,020

令和2年 令和3年

4月

1,157,612

1,931,201

令和2年 令和3年

3月

1,110,403

1,880,480

令和2年 令和3年

2月

1,091,779

1,827,699

令和2年 令和3年

1月

1,094,961

1,810,934

（単位：百万円）
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327
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1月

1,564

854

代位弁済 （前年比較）

　7月末の保証債務残高は、130,760件（前年同月比17.5%増）、1,926,078百万円（同23.1%増）
となり、前年同月と比べ、件数、金額ともに上回った。2 保証債務残高

　7月の代位弁済は、73件（前年同月比47.5%減）、411百万円（同76.7%減）となり、前年同月
と比べ、件数は66件、金額は1,355百万円の減少となった。4 代位弁済（元利）

（単位：百万円）
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4,000

令和2年 令和3年

7月

1,294 1,272

令和2年 令和3年

6月

2,000 1,881

事故報告受付 （前年比較）

令和2年 令和3年

5月

1,767
1,401

令和2年 令和3年

4月

2,858

1,444

令和2年 令和3年

3月

2,861

965

令和2年 令和3年

2月

3,002

2,045

令和2年 令和3年

1月

1,929 1,940

　7月の事故報告受付は、117件（前年同月比14.7%増）、1,272百万円（同1.7%減）となり、前年同
月と比べ、件数は15件の増加、金額は23百万円の減少となった。
　事故報告残高については、7月末で549件（同26.7%減）、7,393百万円（同10.2%減）となり、前年
同月と比べ、件数、金額ともに下回った。

3 事故報告
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信用保証をご利用できる方

※1 建設業、運送業、不動産業、旅行業を含みます。
※2 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト

製造業を除きます。

業　種 資本金 従業員数
3億円以下
3億円以下
1億円以下

5,000万円以下
5,000万円以下

5,000万円以下

3億円以下

製造業等 ※1

卸売業
小売業・飲食業
サービス業

医療法人等

ゴム製品製造業 ※2

ソフトウェア業
情報処理サービス業
旅館業

300人以下
900人以下
100人以下
50人以下
100人以下

200人以下
300人以下

300人以下

国家戦略特区において商工業とともに農業を営む方も信用保証をご利用
いただけます。

以下①～④のいずれにも該当している事業者の方が信用保証をご利用できます。

業種・営業形態などにより、ご利用いただけない場合もございます。
詳しくは、当協会窓口までお問い合わせください。

①資本金または従業員数のいずれかが、右表の企業基準に該当していること。
　特定非営利活動法人（NPO法人）の場合は、従業員数（製造業等：300人以下、卸売業・
サービス業：100人以下、小売業・飲食業：50人以下）が該当していること。
②個人の場合は、兵庫県内に住居、事務所または営業所を有し、事業を営んでいること。
　法人の場合は、兵庫県内に本店または事業所を有し、事業を営んでいること。
③許認可等を必要とする事業の場合は、当該事業に係る許認可等を申込人名義で
　受けていること。
④事業上必要とする運転資金または設備資金であること。

暴力団等の反社会的勢力とは取引いたしません。 第三者が介在・介入する申込はお断りします。

兵庫県信用保証協会のネットワーク お客様総合相談室（中小企業融資よろず相談窓口）
小 林 室 長

平 松 次 長
TEL 078-393-3905

本所・事務所・支所のお客様総合相談窓口
北 野 副 室 長 TEL 078-393-3920

TEL 078-393-3909

TEL 078-393-3915

TEL 06-6411-4133

TEL 079-289-3611

TEL 0796-22-5171

TEL 0799-22-4493

TEL 0795-22-6775

TEL 079-424-1105

大 禮 副 所 長

福 井 副 所 長

大 原 次 長

赤 松 次 長

奥 田 次 長

戸 田 副 所 長

嶋 田 副 所 長
（保証相談一課、二課、三課）

米 谷 副 所 長
（調整相談一課、二課）

代位弁済後のご返済等に関する
お客様総合相談窓口

※本所
杉之原副部長

TEL 078-393-3914

※本所

宮 本 副 部 長
（管理相談一課、二課）

管 理 部

788

関西みらい
銀行 みずほ銀行

姫路女学院高校

本　　　所： （代表）

神戸事務所：

神戸阪急

● 女性企業家の皆さまへ
女性企業家相談窓口 TEL 078-393-3910

 (経営支援室 支援推進課内)

ご希望の方に保証時報を毎月送付いたします（送料は
当協会が負担）。 ご希望の方は総務企画部企画調整課
（TEL 078-393-3922）までお申し出ください。

当協会はサンテレビの情報番組「あんてなサン」の
番組スポンサーをしています

保証時報の送付について

● これから事業を開始する皆さまへ
創業準備相談窓口 TEL 078-393-3912

 (経営支援室 支援推進課内)

あんてなサン（サンテレビ）
毎週日曜日２２時～２２時３０分放送
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